
山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
二
十
二
号　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
五
一

木 曜 日

第
二
千
八
百
二
十
二
号

　

平
成
三
十
年

九
月
六
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

四
五
一

○
道
路
の
供
用
開
始	

四
五
一

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
三
件
）	

四
五
二

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

四
五
四

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
換
地
計
画
の
決
定
（
二
件
）	

四
五
四

○
公
共
測
量
の
実
施	

四
五
四

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

四
五
五

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

四
五
五

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
二
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

市
川
三
郷
富
士
川
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
駅
前
通
二
丁
目
字
沢
ノ
戸
八

番
一
四
地
先
か
ら

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
字
八
幡
一
四
七
三
番
二

旧

八
・
四
〜一
六
・
二

五
四
五
・
〇

地
先
ま
で

新

八
・
四
〜一
六
・
二

五
四
五
・
〇

一
一
・
〇
〜

七
五
・
三

四
五
四
・
七

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
二
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

笛
吹
市
川
三
郷
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
字
川
浦
五
八
一
番
一

地
先
か
ら

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
字
川
浦
五
八
二
番
五

地
先
ま
で

旧

六
・
六
〜一
〇
・
八

一
三
・
八

新

八
・
五
〜一
〇
・
九

一
三
・
八

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
二
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

笛
吹
市
川
三

郷
線

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
字
川
浦

五
八
一
番
一
地
先
か
ら

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
字
川
浦

五
八
二
番
五
地
先
ま
で

一
三
・
八
平
成
三
十
年

九
月
六
日



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
二
十
二
号　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

四
五
二

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
三
十
九
号
ま
で
の

標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
三
十
九
号
と
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線

に
囲
ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号
郡　
　

市
町　
　

村
大　
　

字

字

地　
　

番

松
山

一二三四五六七八九十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

十
九

大
月
市

同同同同同同同同同同同同同同同同同同

大
月
町

同同同同同同同同同同同同同同同同同同

花
咲

同同同同同同同同同同同同同同同同同同

堂
地

同同同同同同同同同松
山

同同同同同同同同

一
二
七
一
番
四
二

一
三
八
四
番
八

同一
三
八
四
番
一
〇

一
三
七
九
番
三

一
三
七
九
番
四

同同一
三
七
九
番
二

一
三
七
八
番
一

三
五
〇
六
番
二

同同同三
五
〇
六
番
三

同同三
五
〇
六
番
一

三
五
二
一
番
一

二
十

二
十
一

二
十
二

二
十
三

二
十
四

二
十
五

二
十
六

二
十
七

二
十
八

二
十
九

三
十

三
十
一

三
十
二

三
十
三

三
十
四

三
十
五

三
十
六

三
十
七

三
十
八

三
十
九

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同和
原

同同同同同同松
山

同堂
地

同同三
五
一
一
番
一

三
五
一
八
番
一

三
五
一
一
番
一

同同同同同一
一
三
七
番
六
〇

同同一
一
三
七
番
一

同同同三
五
〇
六
番
六

同一
三
七
八
番
六

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
三
十
号
か
ら
五
十
二
号
ま
で

の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
五
十
二
号
と
三
十
号
の
標
柱
を
結
ん

だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
二
十
二
号　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

四
五
三

標
柱
番
号
郡　
　

市
町　
　

村
大　
　

字

字

地　
　

番

殿
畑

三
十

三
十
一

三
十
二

三
十
三

三
十
四

三
十
五

三
十
六

三
十
七

三
十
八

三
十
九

四
十

四
十
一

四
十
二

四
十
三

四
十
四

四
十
五

四
十
六

四
十
七

四
十
八

四
十
九

五
十

五
十
一

五
十
二

大
月
市

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

賑
岡
町

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

強
瀬

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

殿
畑
ケ

同浅
倉

同殿
畑
ケ

同同同同同同同同同同同同同同同同同同

七
六
四
番
地
先
道

路
敷

同八
一
四
番

同七
六
三
番

同同同七
七
四
番
一

七
七
三
番
五

七
七
一
番
地
先
道

路
敷

七
七
一
番

七
六
三
番

七
七
一
番

七
六
三
番

同七
六
四
番

同同同同同同

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
号
か
ら
四
十
号
ま
で
の
標

柱
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
番
号
四
十
号
と
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
に
囲

ま
れ
た
区
域

標
柱
番
号
郡　
　

市
町　
　

村
大　
　

字

字

地　
　

番

小
柳

一二三四五六七八九十十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

十
九

二
十

二
十
一

二
十
二

二
十
三

大
月
市

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

猿
橋
町

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

猿
橋

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

大
猿
橋

同同同同同同同同同同ア
ツ
ク
メ

同同同同同同同同大
西

同同

二
三
番
一

同同同一
七
番
二

同同一
六
番
二

同同五
番

三
二
〇
番
地
先
国

有
地

同同同同同同同同一
八
七
番
七
地
先

道
路
敷

一
八
七
番
三

同



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
二
十
二
号　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

四
五
四

二
十
四

二
十
五

二
十
六

二
十
七

二
十
八

二
十
九

三
十

三
十
一

三
十
二

三
十
三

三
十
四

三
十
五

三
十
六

三
十
七

三
十
八

三
十
九

四
十

同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同

同同ア
ツ
ク
メ

同同同同同同同同同同大
猿
橋

同同同

同一
八
七
番
三
地
先

道
路
敷

三
二
〇
番
地
先
国

有
地

同同同同同同同同同同五
番

一
六
番
二

同一
七
番
二

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
の
年
月
日　

平
成
三
十
年
八
月
二
十
九
日

二　

指
定
道
路
の
位
置　

笛
吹
市
石
和
町
砂
原
字
青
木
二
百
八
十
七
番
七

三　

指
定
道
路
の
幅
員　

最
大
四
・
八
五
メ
ー
ト
ル　

最
小
四
・
八
二
メ
ー
ト
ル

四　

指
定
道
路
の
延
長　

三
十
三
・
二
三
メ
ー
ト
ル　

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

換
地
計
画
の
決
定

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県

営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
寺
所
地
区
寺
所
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求

の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

縦
覧
書
類　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

平
成
三
十
年
九
月
七
日
か
ら
同
年
十
月
九
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

北
杜
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

平
成
三
十
年
十
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
六
日
ま
で

◉　

換
地
計
画
の
決
定

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県

営
耕
作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防
止
基
盤
整
備
事
業
（
白
州
地
区
鳥
原
第
二
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め

た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び

次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と

き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て

は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

縦
覧
書
類　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

平
成
三
十
年
九
月
七
日
か
ら
同
年
十
月
九
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

北
杜
市
役
所

四　

審
査
請
求
期
間　

平
成
三
十
年
十
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
六
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
実
施

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
甲
府
河
川
国
道
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
二
十
二
号　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

四
五
五

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
）

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町
及
び
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町

三　

測
量
の
期
間　

平
成
三
十
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

◉　

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

	
山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
字
保
洲
町
三
十
二
の

四
、
三
十
三
の
一
、
三
十
三
の
三
か
ら
三
十
三
の
六
ま
で
、
三
十
四
の
一
か
ら
三
十
四
の
五
ま
で
、

三
十
九
の
一
、
三
十
九
の
三
か
ら
三
十
九
の
九
ま
で
、
四
十
、
四
十
一
及
び
四
十
二
の
一
の
区
域

二　

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
位
置
及
び
区
域

道
路　

水
路

次
の
図
の
と
お
り

　

	　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
東
建
設
事
務
所
及
び
笛
吹
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

三	　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

笛
吹
市
石
和
町
市
部
七
百
七
十
七
番
地　

笛
吹
市
長

　

山
下
政
樹

◉　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

	

山
梨
県
知
事　
　

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

上
野
原
市
大
野
字
峯
二
千
三
百
四
十
四
番
三
、

二
千
三
百
六
十
七
番
三
、
二
千
三
百
六
十
八
番
四
か
ら
二
千
三
百
六
十
八
番
六
ま
で
、
二
千
三
百
六

十
九
番
一
及
び
二
千
三
百
六
十
九
番
四
か
ら
二
千
三
百
六
十
九
番
六
ま
で
の
区
域

二	　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

上
野
原
市
大
野
二
千
五
百
三
十
五
番
地　

社
会
福
祉

法
人
緑
水
会　

理
事
長　

上
條
貢
司



発
行
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山
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甲
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目
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山
梨
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公
報　
　

第
二
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十
二
号　
　

平
成
三
十
年
九
月
六
日

四
五
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